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（別紙１） 

被告サービス１及び被告設備１の構成目録 

「被告サービス１」は，「ｉモード」サービスにおいて，「マイメニュー登録」サービス，

「ケータイ払い」サービス及び「利用料金確認」サービスを提供するものであり，２００

５年７月２９日以降，現在まで提供されている。 

「マイメニュー登録」サービスは，ユーザが，被告の認定するｉモードサイトのうち「マ

イメニュー登録」を利用可能としているサイト上で提供されているコンテンツを，継続的

に利用するに当たり，そのコンテンツの代金（以下，「ｉモード情報料」という）を，携

帯電話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスであり，登録を行うと，そのサイト

のコンテンツを，支払い手続き無しで利用できるようになる。本サービスによりコンテン

ツを利用するに際し，ユーザは，そのコンテンツの提供者（以下，「コンテンツプロバイ

ダ（ＣＰ）－Ａ」という）と，「ｉモード情報サービス契約」を締結する。 

「ケータイ払い」サービスは，ユーザが，「ケータイ払い」を利用可能としているｉモー

ドサイト上で提供されている商品又はコンテンツ（以下，「商品等」という）を，購入す

るに当たり，その商品等の代金（以下，「ケータイ払いの利用料金」という）を，携帯電

話料金と一緒に支払うことを可能にするサービスである。本サービスを利用して商品等を

購入するに際し，ユーザは，その商品等の提供者（以下，「コンテンツプロバイダ（ＣＰ）

－Ｂ」という）と，「商品等購入契約」を締結する。 

「マイメニュー登録」によるコンテンツ利用サービスにおいても，「ケータイ払い」を利

用した商品等の購入サービスにおいても，携帯電話端末（以下，「端末」という）から，

被告の設備ではないＣＰ－Ａ又はＣＰ－Ｂのサイト（以下，「ＣＰサイト」と総称する）

へ，被告の設備ではないインターネットを経由して，情報要求メッセージが送信され，Ｃ

Ｐサイトから端末へ，情報応答メッセージが返信されることが必要である。これは，「ｉ

モード」サービスにより提供される「インターネット接続」サービスによって，実現され

る。 

「利用料金確認」サービスは，ユーザが，「インターネット接続」の利用料金（以下，「パ

ケット通信料」という），「ｉモード情報料」及び「ケータイ払いの利用料金」を確認する

ことを可能にするサービスである。 
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「●（省略）●」 

以 上 


